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１．生駒市消費者安全確保地域協議会について

生駒市では、既に重層的支援体制整備事業が動き始めており、分野を越え

た様々な団体が関わる会議体が出来ているものの、消費者問題に特化す

ることで、被害の未然防止・早期解決のための活動を柔軟に行いたいと考

え、消費生活センターが中心となり、この協議会を設置することとしました。

【名称】

生駒市消費者安全確保地域協議会

（通称：見守りネットワーク）

【協議会の役割】

構成員間での情報共有による

消費者被害の未然防止・早期発見等

【設置日】

令和５年10月１日

【根拠法令】

消費者安全法

生駒市消費者安全確保地域協議会設置要綱

【構成機関】

(1) 生駒市消費生活センター

(2) 奈良弁護士会

(3) 生駒警察署

(4) 生駒市民生・児童委員連合会

（５） 生駒市内に存する介護サービス事業者

(６) 生駒市重層的支援会議設置要綱

第３条に規定する関係機関

(７) 高齢者見守り協力事業者登録制度実施要綱

第２条に規定する協力事業者等

（８） その他市長が必要と認める機関及び団体
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２．高齢者トラブルの特徴
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３．地域から消費者被害を減らすために

知る
伝える

悪質業者の手法を 異変に

周囲のみまもり ⇒ 「知って、伝えて、気づいて、つなぐこと」

適切な情報を提供（「注意喚起」）し、本人の自覚を促す「見守り」を行い、被害が発
覚したらすぐに消費生活センターにつなぐことが大切です。
どこに連絡して相談したらいいのだろう？ということもあったと思います。
今後は、消費生活センターにご相談ください。

気づく つなぐ

消費生活センターに



４．見守り時のポイント
家の外

□ 見慣れない人の出入りや車の駐車がある。

□ 自宅の修理やリフォームを頻繁に行っている。

□ 宅配便が頻繁に届くようになった。

家の中

□ 未使用の商品や見慣れない商品が置いてある。

□ 不審な納品書・請求書・不在通知などがある。

□ 不審な工事の見積書や工事事業者の名刺がある。

□ 通信販売、金融商品などのカタログ・DMが届く。

□ 聞きなれない事業者、商品名のメモ書きや

パンフレットがある。

□ カレンダーに事業者名や支払日などの書き込みがある。

□ 指輪、着物、古着など普段使わないものを出している。

□ 家の屋根や外壁、電話機周辺などに不審な工事の形跡がある。

本人の様子

□ 電話や訪問におびえている様子がある。

□ 定期的な代引きや振り込みが増えた。

□ 資産運用などの話題や羽振りの良い話が多くなった。

□ お金に困っている様子や借金の申し出があった。

□ 何かを買ったことを覚えていないなど、判断能力に不安を感じ

ることがある。

□ 急に外出が増え、定期的に集会などに通っている。
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５．消費者被害の通報について
【想定される流れ】
見守り活動を行っている中で、消費者トラブルに巻き込
まれているサイン、つまり、ちょっとした変化に気が付い
た際の流れについて説明します。
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５．消費者被害の通報について
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５．消費者被害の通報について

① 地域の中で ・相談を受けた ・被害を発見した ・被害を予見した

② 緊急性はあるか？

相談の意思あり。

相談の意思なし。

消費生活センターへ情報提供
引続き見守り活動

・本人が生駒市消費生活センターへ来訪 ｏｒ 架電
・生駒市消費生活センターが通報者と連携し、状況確認

◎内容の聴き取り
◎関係書類の確認

※消費生活センターと本人とのやり取りの際、
通報者の方にご協力を頂く可能性があります。
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緊急性あり。

緊急性なし。

消費生活センター
０７４３－７３－０５５０

③ 本人に相談の意思はあるか？

※状況によって通報者と連携し、状況確認

・通報者から消費生活センターへ連絡



①消費生活センターに相談
消費生活センターで、同様の被害事例を情報提供
し、相談の事案は被害である可能性が高いことを
伝えて、本人と一緒、もしくは本人に消費生活セ
ンターへ来訪か相談の電話を入れてもらうように
依頼します。
センターから本人へ電話をかけることも可能です。
最終的に解約の意思を確認します。

５．消費者被害の通報について

見守り
関係者

消費生活センター

②本人に契約時の状況などを聞
き取る。

③契約書など、関係書類の
提供依頼

④消費生活センターへ関係書類
のFAX等
ご自身でFAX出来ない場合は、見守り関係者の
皆様のサポートをお願いします。

⑤センターでクーリング・オフや
取消など解決策を検討し、助言
クーリング・オフや取消は書面で通知する必要が
あるので、書き方を案内します。

⑥クーリング・オフ等の書面作成
をサポートし、相手事業者へ書面
通知
一人で書けないケースでは、見守り関係者のサ
ポートが必要です。

⑦センターが相手業者と電話交
渉し、解決へ。

11



６．個人情報の取り扱いについて

消費生活センターへの相談を勧めたものの、当事者の方の
同意が得られなかった場合について。

当事者自身が望んでいないにもかかわらず、関係機関へ相
談するのに必要な個人情報を伝えてしまっても良いものか、
戸惑いを感じることと思います。

もちろん、地方公共団体、国の行政機関及び独立行政法人、
個人情報取扱事業者は、保有する個人情報を利用目的以外
の目的のために利用したり第三者に提供したりすることは、
それぞれ法律や条例によって、例外規定に該当する場合を除
き、原則禁止されています。

しかし、今回設置する生駒市消費者安全確保地域協議会は、
消費者安全法に基づいた協議会であり、消費者安全法第11
条の4の規定により個人情報保護法、個人情報保護条例の
例外規定が適用され、情報の提供と共有が可能となっており、
消費者被害の早期解決につなげることが可能となっていま
す。

本人の同意が無い場合でも、解決すべき消費者被害や、緊
急性を感じる案件については、消費者被害の未然防止、早期
解決のための情報提供という事で是非ご協力をお願いしま
す。
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クーリング・オフ制度

訪問販売 電話勧誘販売 訪問買取
アポイントメントセールス、
キャッチセールスを含む。

8日間
8日間

貴金属等の押し買い

8日間

クーリング・オフとは、いったん契約した場合でも、特定
の取引については、一定期間内であれば消費者が無条件
で契約解除できる制度です。

特定継続的役務提供 連鎖販売取引 業務提携誘因販売取引

エステ、語学教室、学習塾、
家庭教師、パソコン教室、
結婚相手紹介サービス、
一 部 の 美 容 医 療

8日間

マルチ商法、
ネットワークビジネスなど

20日間

内職商法、
モニター商法など

20日間

特定商取引法上のクーリング・オフできる取引と期間

※クーリング・オフ期間は、申込書面または契約書面のいずれか早いほうを受け取った日から起算しま
す。
※書面の記載内容に不備があるときは、所定の期間を過ぎていてもクーリング・オフできる場合があ
ります。

店舗での購入や、通信販売にはクーリング・オフ制度はありません。

クーリング・オフ手続き方法

クーリング・オフは書面（はがき可）または電磁的記録で行います。クーリング・オフの書面等には、事
業者が対象となる契約を特定するために必要な情報（契約年月日、契約者名、購入商品名、契約金額
等）やクーリング・オフの通知を発した日を記載します。クーリング・オフができる期間内に通知します。
クレジット契約をしている場合は、販売会社とクレジット会社に同時に通知します。
送付する前に、はがきの両面をコピーしておきましょう。【はがき】「特定記録郵便」または「簡易書留」
など、発信の記録が残る方法で代表者あてに送付し、コピーや送付の記録は一緒に保管しておきま
しょう。
【電磁的記録】電磁的記録によるクーリング・オフの通知先や具体的な通知方法が記載されている場
合には、それを参照して通知しましょう。通知後は送信したメールや、ウェブサイト上のクーリング・オ
フ専用フォーム等の画面のスクリーンショットを保存しておきましょう。

ハガキ記載例
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生駒市消費生活センター 〒630-0257奈良県生駒市元町1-6-12

 ☎ 0743-73-0550 （相談専用ダイヤル）
平日9：00～16:30


